
アフターコロナ時代を生き抜くための
経営セミナー

〔主催〕 小野田商工会議所

❶会社に関する法律関係、
❷人手不足対策及び  ❸デジタル化 をテーマに

山陽小野田市　新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援事業

参加申込み

参加料
無料

経営セミナー ❶会社に関する法律関係、
❷人手不足対策及び 

参加料
無料

4っのセミナー
　「アフターコロナ時代を生き抜くため」のヒントを
お伝えします。
　物価高騰等への対策、新型コロナウイルス感染症
等の影響やデジタル化等の対応といった事業環境変
化により影響を受ける中小・小規模事業者を対象に、
「アフターコロナ時代を生き抜くための経営セミ
ナー」を開催します。是非この機会にご受講ください。
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（社会保険労務士）　

①参加申込み方法
　必要事項をご記入の上、メール、FAXにてお申込みください。
②申込締切
　各セミナー開催日の2日前までにお申込みください。
　各セミナー定員１５名に達した時点で募集を締め切ります。
定員／会場15名〔No3、No4のみオンライン受講も可能（zoom）〕

会社経営と法律関係

※ご記入頂いた内容は、当事業の参加者把握のために利用するほか、事務連絡や関連事業の情報提供のために利用することがございますが、
　第三者に公開するものではありません。個人情報の取扱いにつきましては、小野田商工会議所個人情報保護方針に基づき対応致します。

従業員にとって“働きがい”のある職場づくり

事業所名

担当者名

電話番号

E-mail

生産性爆上げ！ChatGPT活用のベストプラクティス
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労務管理のデジタル化の進め方

＜お申込み・お問い合わせ先＞
　小野田商工会議所
　〒756-0057　山陽小野田市大字西高泊1259-1
　　　　　　 雇用能力開発支援センター２Ｆ
　TEL/0836-84-4111  FAX/0836-84-4180
　E-mail/ host@onoda-cci.or.jp

申込締切 12 1金

申込締切 1 15月 申込締切 1 23水

申込締切 12 13 水

Zoom Zoom

受講者名

受講者名

受講者名

受講者名

01
02
03

注意事項／セミナー会場及び開催時間がそれぞれ違いますのでお間違いのないようお気をつけください。

https://onoda-cci.or.jp

受講申込み
セミナー◯印
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弁護士

〔プロフィール〕
１９９４年 山陽小野田市（旧小野田市）生まれ。２０１７年 中央大学法学部法律学科を卒業後、
２０１９年慶應義塾大学法務研究科を修了し、司法試験合格。
２０２０年 福岡県弁護士会にて弁護士登録。
２０２３年 「せとうち総合法律事務所」を山陽小野田市港町に開設。同時に山口県弁護士会
へ登録替え。
一般民事から企業法務まで幅広い分野を専門的に取り扱っており、相談者にとって最善の
利益になると考えられる解決策を提案している。
セミナー講師を務めるなど、精力的に活躍している。

〔セミナー内容〕
アフターコロナにおいて、事業者が気を付けることを弁護士の視点からお話しいたします。
具体的には、 ①株式会社運営の基本的ルール、 ②労務管理、 ③契約書チェック、 ④債権
管理・債権回収等の観点から、コンプライアンスチェックをしていただき、本セミナーが
法的トラブルの予防又は対策を検討する機会になれば良いと考えています。

〔プロフィール〕
山口県よろず支援拠点 コーディネーター　株式会社アワセルブス 代表取締役
ファブラボやまぐち 責任者　デジタルハリウッドSTUDIO山口 トレーナー
業務提案から ITトレンドまで広く浅い知識でカバーする
ゼネラリスト志向エンジニア　JADP認定マインドフルネススペシャリスト
WWFA認定コーチング・ベーシック資格取得

〔セミナー内容〕
ChatGPT を始めとする生成 AI がビジネスの現場にどんな影響を与えるのか？どのよう
な業務に使えるのか？実際に業務で活用している IT アドバイザーが効果的な活用方法を
解説します。
セミナー開催までに時間がある方は、　 “ChatGPTのアカウント” をご登録ください。
・ChatGPTとは？
・ChatGPTの始めかた
・ChatGPTの使い方と活用事例
・ChatGPT使用上の注意事項
・画像生成AI の種類
・画像生成AI の使い方
・ビジネスアイデアを生み出そう！

〔プロフィール〕
昭和２１年生。昭和４４年、日本大学経済学部卒業。平成５年、宇部市にて社会保険労務
士事務所を開業。山口県社会保険労務士会総合労働相談所長、社労士会労働紛争解決
センター山口副センター長、宇部最低賃金相談コーナーコーディネーター等を歴任。
当所の労務相談会を担当している。

〔セミナー内容〕
働きやすい職場環境のはずなのに、「求人をかけても人がこない」、「人材の育成が思う
ようにできない」、「育てた従業員が会社を去って行く」など、戦力となる人材の確保の
経営課題にお悩みではありませんか？
今回のセミナーは、お悩みのその経営課題に対して、人間関係や職場のコミュニケーショ
ンにスポットをあてて、” 働きやすい職場” から” 働きがいのある職場” になるよう、ど
のように具体的に作り上げていくか、いくつかのヒントを手がかりにご一緒に考えてい
きます。

〔プロフィール〕
県内の製造メーカーに１５年間勤務し、人事労務（勤務社労士として）、財務経理、社内
SEを経験
２０２０年８月より社会保険労務士事務所を山陽小野田市西高泊に開設。当所の労務相談
会を担当している。
山口大学大学院 経済学研究科 企業経営専攻 修了

〔セミナー内容〕
人事労務担当者の業務は多岐に渡り、従業員の採用から退職まで、非常に多くの情報
を取り扱います。
その中で特に定型的な業務について、コストをかけず、効率的、かつミスの減る基本
的な運用方法をお伝えします。
STEP１．従業員情報の一元管理（まずは紙ベースから EXCEL データベースへ。ムダ
　　　　 なく・ムラなく管理）
　　　　　～膨大な従業員情報から、必要な情報を整理する～
STEP２．従業員データの活用（労働条件通知書・有給管理簿への適用を例に）
　　　　　～関数等を用いた、極力人手を介さない帳票作成～
STEP３．社会保険、労働保険手続きへの活用
　　　　　～社会保険届出様式へのデータ適用、e-Gov・届出書作成プログラムを用
　　　　 　  いた電子申請～
その他 ．クラウド系労務管理システム（勤怠管理や各種手続き etc）の紹介、Google
フォームを使った各種届出システム 他


